
（市町村へ依頼した調査票）  

別紙  

研修実施状況調査  

平成21年11月30日現在の状況でお答えください。  

ヨ．墓遂 慌薫陛轄詣                 ‾ 

問1 責自治体の基本情報に関して入力してください。  

①黄白治体における本調査の担当部署名等について入力してください。必要に応じて当調査事務局か   

ら問い合わせをさせていただくことがございます。  

担当部署名（係名まで）  

FAX 番 号  電話番号  

塁．認麓講義苺譲施 ・済法            1  
問2 貴自治体の被保険者に対する認定調査はどのように実施していますか。（1つを選択）なお、2、  

3を選択した場合は該当する自治体の保険者番号を選択してください。ただし、住民票を移して  

いない被保険者の調査を他自治体に委託する、または他自治体から受託する等の例外は含めずに  

お答えください。  

1．単独で実施（貴自治体の被保険者のみを対象に認定調査業務を実施） →間3へ  

2．単独で実施（認定調査の受託等をしており、貴自治体が黄白治体の被保険者に加え、黄白治体以  

外の申請者を対象に認定調査を実施する。）→問3へ   

受託している自治体の自治体番号（WEB上で検索できます）  

（  

3．認定調査を行っておらず、他自治体に委託等している →問9へ   

委託先自治体の自治イ本番号（WEB上で検索できます）  

－   

4．認定調査を行っておらず、他自治体に委託等もしていない（広域連合、一部事務組合等の場合）  

→問9へ  

問3～問8は、問2で「1」または「2」と回答した場合のみご回答いただきます。  

問3 平成21年度の上半期において、黄白治体が実施した－か月あたりの平均的な調査件数及び、そ  

のうち自治体職員もしくは事務受託法人が調査を行う割合をお答えください。  

2割以上   4割以上   6割以上  8割以上   
自治体職員・事務  2害tl未満  

4割未満   6割未満   8割未満  10割未満  
10割  

受託法人による調  

査の割合  1．  2．   3．   4．   5．   6．   

1．   



問4 平成21年ユ旦＿旦から再改訂された認定調査に関して、「自治体職員・事務受託法人」と「委託事  

業者」それぞれで現在、実務に携わっている全認定調査員のうち、研修を受けた調査員がどの  

程度いるかについて、おおよその割合をお答えください。研修の実施主体（市町村、広域連合、  

都道府県、要介護認定調査員ブロック研修会等）は問いません。なおテキスト及びDVDの配付  

等は含みません。（それぞれ1つを選択）  

2割以上  4割以上  6割以上  8割以上   
2割未満  10割   

委託して  

4割未満  6割未満  8割未満  10割未満  不明                いない   

自治体職員・  
1．   2．   3．   4．   5．   6．   7．  

事務受託法人  

委託事業者   1．   2．   3．   4．   5．   6．   7．   8．   

問5 平成21年10月から再改訂された認定調査に関して、貴自治体の認定調査の実務に携わってい  

る調査員が参加対象に含まれている「認定調査員研修」は何回開催されましたか。主催者別に  

お答えください。うち、黄白治体主催の回数もお答えください。ただし、‡旨尊者研修と要介護  

認定調査員ブロック研修会は含みません。  

うち貴自治体主催回数   

① 都道癖県主催   回  

（∋ 広域連合・一部事務組合主催   回   回   

③ 市町村主催   回   回   

④ その他主催（  ）   回  

問6 黄白治体主催の認定調査員研修等の実施状況についてお答えください。（あてはまるものすべ  

てを選択）   

（1）認定調査員テキストの修正点を解説した音声解説付きパワーポイント（改訂版テキストにおけ  

る調査のポイント解説教材）は活用されましたか。※平成21年8月26日付けで各自治体に配付  

されたDVDの1枚です（WEBでも公開されています）  

（2）平成21年8月28日付けで各自治体に配布した要介護認定調査員ブロック研修会の模様を収録   

したDVDは活用されましたか。  

「「瀾   



（3）要介護認定適正化事業のWEBサイト（WWW．nintei．net）について、その告知の方法に関してお  

答えください。   

①要介護認定適正化事業のWEBサイト（www．nintei．net）について、貴自治体のWEBサイトにリン   

クを掲示しましたか。  

1．した  

2．していない（WEBサイトがない場合も含む）  

②要介護認定適正化事業のWEBサイト（www．nintei．net）について、どの程度の認定調査員または認   

定調査員の所属する事業所に内容やアドレス・リンクを告知しましたか。  

0割（して   2割以上  4割以上  6割以上  8割以上   

いない）  2割未満  
10割   不明  

1．   2．   3．   4．   5．   6．   7．   8．   

（4）9月30日付けの「要介護認定等の方法の見直しに係るQ＆A」について、その告知の方法に関し  

てお答えください。   

①9月30日付けの「要介護認定等の方法の見直しに係るQ＆A」について、黄白治体のWEBサイトに   

リンクまたは、PDF等のファイルを掲示しましたか。  

1．した  

2．していない（WEBサイトがない場合も含む）  

②9月30日付けの「要介護認定等の方法の見直しに係る0＆A」について、どの程度の認定調査員また   

は認定調査員の所属する事業所に内容や掲示されているWEBサイトのアドレスを告知しましたか。  

0割（して  2割未満   2割以上  4割以上  6割以上  8割以上   

いない）  4割未満  6割未満  8割未満  10割未満   
10割   不明  

1．   2．   3．   4．   5．   6．   7．   8．   

問7 黄白治体では、認定調査員のうち、毎月概ね5件以上の調査を行う調査員に対して「認定調査  

員テキスト2009（改訂版）」をどの程度に配布しましたか。電子媒体と紙媒体それぞれに関して  

お答えください。正確な割合が分からない場合は、事務局の方の感覚で構いません。  

電子版（PDF等）   鞭媒体   

自治体職員・   1．おおよそ全員に配布した   1．おおよそ全員に配布した   

事務受託法人   2．全員ではないが、半数以上には  2．全員ではないが、半数以上には  

配布した   配布した  

3．半数には満たないが配布した   3．半数には満たないが配布した  

4．ほとんど配布していない   4．ほとんど配布していない   

委託事業者   1．おおよそ全員に配布した   1．おおよそ全員に配布した  

2．全員ではないが、半数以上には  2．全員ではないが、半数以上には  

配布した   配布した  

3．半数には満たないが配布した   3．半数には満たないが配布した  

4．ほとんど配布していない   4．ほとんど配布していない  

5．委託をしていない   5．委託をしていない   
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問8は、問5で「黄白治体主催回数」を1回以上と回答した場合のみお答えいただきます。  

問8 黄白治体主催の研修で扱われた内容に関して、以下の項目の説明がどの程度行われたかをお答  

えください。（それぞれ1つを選択）   

（1）昨年度までの方式と比べ、介護認定審査会でより特記事項が重視される方式となったことにつ  

いての説明  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して－通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（2）実際に試行した結果と日頃の状況が異なる場合は、より頻回な状況に基づいて選択を行い、具  

体的な内容を特記事項に記載することについての説明 （認定調査員テキスト改訂版P18、  

20～21、27）  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（3）実際に行われている介助が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助  

を選択することについての説明（認定調査員テキスト改訂版P18、24～25）  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（4）選択肢の選択の際に、選択肢の選択基準に含まれていないことであっても介護の手間に関係す  

る内容があれば、特記事項に記載することが重要であることについての説明（認定調査員テキ  

スト改訂版P18～19、23、要介護認定等の方法の見直しに係るQ＆A問21）  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（5）実際に介護の手間が発生しているにも関わらず、いずれの基本調査項目にも当該介護の手間に  

対応した項目が設定されていないために、実際に発生している介護の手間を基本調査項目の選  

択肢の選択によって反映することができない場合は、基本調査項目の中で、もっとも類似する  

又は関連する調査項目の特記事項等に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載することにつ  

いての説明。（認定調査員テキスト改訂版P22、27、28、157、要介護認定等の方法の  

見直しに係るQ＆A問21）  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）   

▲ごヱ   



±二」堅萱撃呈三三三 

問9 平成21年度、黄白治体の介護認定審査会はどのように設置していますか。（1つを選択）また、  

2、3を選択した場合は該当する自治体の自治体番号を選択してください。  

‾仁 単独で設置→問10へ  

2．複数で設置（貴自治体が審査会事務局の運営を行う）→問10へ   

構成する自治体の自治体番号（WEB上で検索できます）   

（  

3．複数で設置（貴自治体以外が、審査会事務局の運営を行う）→調査終了です   

審査会事務局を運営する自治体の自治体番号（WEB上で検索できます）   

（  

問10 平成21年10月から再改訂された介護認定審査会テキストに関して、黄白治体の介護認定審査  

会委員のうち、介護認定審査会重量埋墜を受けた委員がどの程度いるかについて、おおよその  

割合をお答えください。研修の実施主体（市町村、広域連合、都道府県等）は問いません。な  

お、テキストやDVDの配付等のみを行った場合は含みません。（それぞれ1つを選択）  

2割以上  

2割未満   4割未満  4以 6割未満  6以 8割未満  8以上 10割未満   
10割   不明   

介護認定審査会委  
1．   2．   3．   4．   

員  
5．   6．   7．   

問11平成21年10月から再改訂された認定調査及び介護認定審査会テキストに関して、貴自治体の  

介護認定審査会委員が参加対象に含まれている「介護認定審査会委員研修」は何回開催されま  

したか。主催者別にお答えください。うち、貴自治体主催の回数もお答えください。ただし、  

要介護認定調査員ブロック研修会は含みません。  

うち貴自治体主  

催回数   

① 都道府県主催   回  

② 広域連合－一部事務組合主催   回   回   

③ 市町村主催   回   回   

④ その他主催（  ）   回  

問12 貴自治体主催の介護認定審査会重量研修等における認定調査員テキストの改定に関する説明の  

実施状況についてお答えください。（あてはまるものすべてを選択）   

（1）認定調査員テキストの修正点を解説した音声解説付きパワーポイント（改訂版テキストにおけ  

る調査のポイント解説教材）は活用されましたか。※各自治体に配付されたDVDの1枚です（WEB  

でも公開されています）   



（2）要介護認定調査員ブロック研修会の模様を収録したDVDは活用されましたか。  

（3）要介護認定適正化事業のWEBサイト（www，nintei．net）について、その告知の方法に関してお   

答えください。  

（3）①は、問6でお答えいただいている場合には、画面上では表示されません。  

①要介護認定適正化事業のWEBサイト（www，nintei．net）について、貴自治体のWEBサイトにリン   

クを掲示しましたか。  

1．した  

2．していない（WEBサイトがない場合も含む）  

②要介護認定適正化事業のWEBサイト（www，nintei．net）について、どの程度の介護認定審査会委員   

に内容やアドレス・リンクを告知しましたか。  

0割（して  2割未満   2割以上  4割以上  6割以上  8割以上   

いない）  4割未満  6割未満  8割未満  10割未満   
10割   不明  

1．   2．   3．   4．   5．   6．   7．   8．   

（4）9月30日付けの「要介護認定等の方法の見直しに係る0＆A」について、その告知の方法に関し   

てお答えください。  

（4）①は、問6でお答えいただいている場合には、画面上では表示されません。  

①9月30日付けの「要介護認定等の方法の見直しに係るQ＆A」について、貴自治体のWEBサイトに   

リンクまたは、PDF等のファイルを掲示しましたか。  

1．した  

2．していない（WEBサイトがない場合も含む）  

（∋9月30日付けの「要介護認定等の方法の見直しに係る0＆A」について、どの程度の介護認定審査会   

委員に内容や掲示されているWEBサイトのアドレスを告知しましたか。  

0割（して  2割未満   2割以上  4割以上  6割以上  8割以上   
いない）  4割未満  6割未満  8割未満  10割未満   

10割   不明  

1．   2．   3．   4．   5．   6．・   7．   8．   

問13 黄白治体では、介護認定審査会委員に対して「介護認定審査会委員テキスト2009（改訂版）」を  
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どの程度に配布しましたか。電子媒体と紙媒体それぞれに関してお答えください。正確な割合  

が分からない場合は、事務局の方の感覚で構いません。  

電子版（PDF等）   紙媒体   

1．おおよそ全員に配布した   1．おおよそ全員に配布した   

2．全員ではないが、半数以上には  2．全員ではないが、半数以上には   
配布した   配布した   

3．半数には満たないが配布した   3．半数には満たないが配布した   

4．ほとんど配布していない   4．ほとんど配布していない   

問14は、問11で「貴自治体主催回数」を1回以上と回答した場合のみお答えいただきます。  

問14 貴自治体の主催の研修で扱われた内容に関して、以下の項目の説明がどの程度行われたかをお  

答えください。（それぞれ1つを選択）   

（1）認定調査員テキスト改訂版の修正内容（認定調査方法の変更点）についての説明  

1＿ 特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料や≠キスト等の配布のみの場合も含む）  

（2）二次判定における介護の手間にかかる審査判定の方法についての説明（審査会委員テキスト改  

訂版P21～25）※特に、10月からの認定調査員テキストの改訂内容を踏まえると介護の手間  

を二次判定で適切に反映させるためには、特記事項の記載内容がより重要となっていることについ  

ての説明  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して－通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（3）介護認定審査会として付する意見（認定有効期間■療養に関する意見）についての説明（審査   

会委員テキストP29～32）  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して－通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  
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（都道府県へ依頼した調査票）  

別紙  

10月からの要介護認定方法の見直しに係る研修実施状況調査  

平成21年11月30日現在の状況でお答えください。  

（※当てはまる選択肢の番号を回答欄に記入してください。）  

【認定調査員研修について】  

問1黄白治体主催の研修で扱われた内容に関して、以下の項目の説明がどの程度行われたかをお答   

えください。（それぞれ1つを選択） 

【回答欄】  

（2）   （3）   （4）   （5）  

（1）昨年度までの方式と比べ、介護認定審査会でより特記事項が重視される方式となったことにつ  

いての説明  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（2）実際に試行した結果と日頃の状況が異な．る場合は、より頻回な状況に基づいて選択を行い、具  

体的な内容を特記事項に記載することについての説明（認定調査員テキスト改訂版P18、2  

0～21、27）  

1∴ 特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（3）実際に行われている介助が不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助  

を選択することについての説明（認定調査員テキスト改訂版P18、24～25）  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して一遇りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（4）選択肢の選択の際に、選択肢の選択基準に含まれていないことであっても介護の手間に関係す  

る内容があれば、特記事項に記載することが重要であることについての説明（認定調査員テキ  

スト改訂版P18～19、23、要介護認定等の方法の見直しに係るQ＆A問21）  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（5）実際に介護の手間が発生しているにも関わらず、いずれの基本調査項目にも当該介護の手間に  

対応した項目、が設定されていないために、実際に発生している介護の手間を基本調査項目の選  

択肢の選択によって反映することができない場合は、基本調査項目の中で、もっとも類似する  

又は関連する調査項目の特記事項等に、具体的な介護の手間の内容と頻度を記載することにつ  

いての説明。（認定調査員テキスト改訂版P22、27、28、157、要介護認定等の方法の  

見直しに係るQ＆A間21）  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

1   



臣介護認定審査会委員研修について】   

問2 黄白治体の主催の研修で扱われた内容に関して、以下の項目の説明がどの程度行われたかをお  

答えください。（それぞれ1つを選択）  

【回答欄】  

皿  （2）  （3）  
（1）認定調査員テキスト改訂版の修正内容（認定調査方法の変更点）についての説明  

1．特に重点的に説明した  

2．内容に関して－通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（2）二次判定における介護の手間にかかる審査判定の方法についての説明（審査会委員テキスト改  

訂版P21～25）※特に、10月からの認定調査員テキストの改訂内容を踏まえると介護の  

手間を二次判定で適切に反映させるためには、特記事項の記載内容がより重要となっているこ  

とについての説明  

1．特た重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

（3）介護認定審査会として付する意見（認定有効期間・療養に関する意見）についての説明（審査  

会委員テキストP29～32）  

ト 特に重点的に説明した  

2．内容に関して一通りは説明した  

3．ほとんど説明していない（資料やテキスト等の配布のみの場合も含む）  

2   



当日机上配布資料  

再申請者の二次判定結果の   

要介護度区分の比較  

平成18年10・11月判定  
（n＝729）  

平成19年10・11月判定  
（n＝82り  

平成20年10・11月判定  
（n＝695）  
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ロ非該当  □要支援1 団要支援2 ロ要介護1  □要介護2  日要介護3  日要介護4  日要介護5   



当日机上配付資料  結城委員提出資料   

①自治体（基準別一次判定結果の要介護度別分布）  ％  

非該当  要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   
2008年度（2006年版基準）   6．7   22．5   31．7  9．8   10．4   9．7   9．2   
2009年度（2009年版基準）5月～9月   8．3   28．1   14．5  1（；．7   8．5   8．0   7．8   8．1   
2009年（2009年改訂版基準）10月～12月   6．4   26．3   12．9  17．0   10．4   10．9   8．2   7．9   

②自治体（基準別一次判定結果の要介護度別分布）  ％  
非該当  要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   

2008年度（2006年版基準）   4．1   17．2   35．8  14．2   10．5   10．1   8．1   
2009年度（2009年版基準）4月～9月   5．4   23．8   17．9  16．5   12．7   8．7   8．4   6．6   
2009年（2009年改訂版基準）10月～12月   2．2   18．6   15．8  18．2   16．4   12．5   10．3   6   

③自治体（基準別一次判定結果の要介護度別分布）  ％  
非該当  要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   

2008年度（2006年版基準）   1．2   11．5   40．5  16．5   10．8   9．4   10．1   
2009年度（2009年版基準）4月～9月   4．2   21．5   15．1   18．2   14．4   7，1   10．6   8．9   
2009年（2009年改訂版基準）10月～12月   2．8   18．5   15．1   20．2   16．6   7．9   10．6   8．3   

④自治体（基準別一次判定結果の要介護度別分布）  ％  
非該当  要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   

2008年度（2006年版基準）   2．1   11．4   35．7  15．8   13．5   12．2   9．3   
2009年度（2009年版基準）4月～9月   6．7   17．8   13．3  15．6   15．7   10．7   11．5   8．7   
2009年（2009年改訂版基準）10月～12月   3．1   12．4   15．4  19．5   18．4   13．1   10．7   7．4   

⑤自治体（基準別一次判定結果の要介護度別分布）  ％  
非該当  要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   

2008年度（2006年版    準）   1．0   12．4   19．0   13．8   17．6   15．7   9．9   10．6   
2009年度（2009年版    準）4月～9月   0．3   10．2   20．8   13．7  17．8   13．3   13．4   10．5   
2009年（2009年改訂    基準）10月～12月   0．8   9．4   15，7   18．1   18．0   15．1   13．0   9．9  



⑥自治体（基準別一次判定結果の要介護度別分布）  ％  
非該当  要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   

2008年度（2006年版基準）   4．3   20．3   32．6  10．9   10．4   10．6   10．9   

2009年度（2009年版基準）4月～9月   12．9   22．6   10．9   17．3   9．8   8．6   9．1   8．8   

2009年（2009年改訂版基準）10月～12月   7．9   21．9   13．0   15．6   12．1   9．8   10．1   9．6   

⑦自治体（基準別一次判定結果の要介護度別分布）  ％  
非該当  要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   

2008年度（2006年版基準）   3．5   14．9   34．4  14，2   14．0   10．0   9．0   
2009年度（2009年版基準）4月～9月   5．0   19．4   15．1  20．4   13．1   9．0   9．5   8．5   
2009年（2009年改訂版基準）10月～12月   4．0   19．4   16．8   19．0   13．3   9．1   9．7   8．7   

⑧自治体（基準別一次判定結果の要介護度別分布）  ％  
非該当  要支援1  要支援2  要介護1  要介護2  要介護3  要介護4  要介護5   

2008年度（2006年版基準）   5．0   20．0   33．2  11．2   10．2   9．7   10．7   
2009年度（2009年版基準）4月～9月   8．0   22．0   13．8  17．8   11．3   7．9   9．9   9．3   
2009年（2009年改訂版基準）10月～12月   5．0   21．9   15．9  18．1   11．7   7．6   10．5   9．3  



平成21年10月からの要介護認定方法の見直しに係る検証について  

平成22年1月15日  

要介護認定の見直しに係る検証・検討会  

（1）平成21年7月28日に開催された、第3回の要介護認定の見直しに係る検証・検討   

会では、昨年4月の要介護認定方法の見直しにより、非該当者及び軽度者の割合が増加   

したこと等を踏まえ認定調査員テキストを修正し、修正の考え方や内容を自治体等に十   

分に周知すべきとした。  

また、厚生労働省に対し、見直し後の要介護認定の実施状況につい て、本検証・検討   

会に報告するよう求めた。   

（2）本検証・検討会の指摘を受けて、厚生労働省において、認定調査員テキストが修正さ   

れ、市町村への情報提供や調査員等に対する研修が行われた上で、昨年10月より市町   

村等において新たな方法による要介護認定が開始された。今回、その実施状況につい   

て、厚生労働省から報告があった。   

（3）まず、昨年4月から9月までに新規に要介護認定申請を行い、非該当者となった方等   

に対し、市町村から再申請等を勧奨した結果、より適切な要介護認定となった。   

4月からの見直しで影響があった方に対し、厚生労働省、自治体等の適切な連携により、   

迅速な対応が図られ、要介護認定の現場が概ね安定したことについては、一定の評価   

ができる。   

（4）次に、要介護認定のバラツキについては、全体的に相当程度小さくなっていることか   

ら、平成21年4月以降の見直しによって、要介護認定のバラツキを抑えるという制度   
改正の目的は一定程度達成できたと考えられる。   

（5）ただし、要介護度別の分布については、昨年4月からの見直しと比べると非該当者及   

び軽度者の割合は大幅に減少し、概ね同等の分布となったものの、過去3年と比べて   

一部の軽度者の割合が若干大きくなっていることも事実である。   

（6）本検証・検討会としては、これらの結果や、特記事項の活用が不十分であると思われ   

る状況などを踏まえ、厚生労働省に対し、今後、各自治体等においてより充実した研   

修が実施されるよう対応を徹底するとともに、認定調査及び介護認定審査会における   

特記事項の活用について改めて周知することを求めたい。   

（7）以上により、平成21年4月に行われた要介護認定の見直しに伴う混乱については、   

ほぼ終息し、本検証・検討会の目的は概ね達成できたものと判断し、本検証・検討会は、   

今回で終了することとする。   

（8）なお、今後の要介護認定のあり方等につい ては、介護保険制度全般の見直しに向けた   

議論の方向性を待って、公開の場で議論を進めていくことが適当である。   




